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■居住誘導区域に想定される区域  
居住誘導区域   居住 誘導   区域   ⽴地適正化計画 定    区域     都市再⽣特別

措置法 基  制度    
国⼟交通省 都市計画運⽤指針      以下    区域 想定        

 
 
 

 

 
■居住誘導区域に関する届出制度 

住宅開発等 整備 動  把握  緩   誘導     居住誘導区域外    以下 ⾏為 ⾏     
場合   開発⾏為等 着⼿  30 ⽇前   原則   市  届出 義務付       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
①３⼾以上 住宅 建築⽬的 開発⾏為 
②１⼾⼜ ２⼾ 住宅 建築⽬的 開発⾏為  

  規模 1,000m2 以上    
③住宅以外  ⼈ 居住 ⽤ 供  建築物   

条例 定     建築⽬的 ⾏ 開発⾏為
（例   寄宿舎 有料⽼⼈   等） 

 

居住誘導区域の概要・届出 ５-１ 

 都市機能や居住が集積している都市の中⼼拠点及び⽣活拠点並びにその周辺区域 
 都市 中⼼拠点及 ⽣活拠点 公共交通   ⽐較的容易             都市 中⼼拠点及 

⽣活拠点 ⽴地  都市機能 利⽤圏   ⼀体的   区域 
 合併前 旧町村 中⼼部等 都市機能 居住 ⼀定程度集積    区域 

 ① 例  
３⼾ 開発⾏為 

 

 ② 例  
1,300m2  

１⼾ 開発⾏為 
 

 ② 例  
800m2  

２⼾ 開発⾏為 

 
①３⼾以上 住宅 新築      場合 
②⼈ 居住 ⽤ 供  建築物   条例 定 

     新築      場合（例   寄宿
舎 有料⽼⼈   等） 

③建築物 改築  ⼜ 建築物 ⽤途 変更  
住宅等（① ②）   場合 

○建築等行為（居住誘導区域外） 

届  ① 例  
３⼾ 建築⾏為 
 

 ① 例  
１⼾ 建築⾏為 

 

届 

届 

不要

○開発行為（居住誘導区域外） 

不要

資料 国交省 改正都市再⽣特別措置法等      加⼯ 
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■①用途地域内のスポンジ化  
本市 ⽤途地域 ⾯積  都市計画区域（市域） 11.4％ ⼩         本市 旧陸軍   軍

都   発展       ⽤途地域内    公共施設⽤地 住宅⽤地 明確 区分        
   ⽤途地域 旧来 市街地 中⼼ 設定      前⾯道路 個々 敷地 狭            

居住 集積        現在  特 空 家 多      ⼈⼝減少 激          
⽤途地域⼈⼝ 市域 占  割合 36.65％    令和 22 年（2040 年）年時点   31.55％ 

 低下   予測      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 都市計画区域（市域） 用途地域内 用途地域外 

面 積 3,993ha
456.1ha 

（11.42%） 
3,536.9ha
（88.58%）

可住地面積 1,844.72ha
235.16ha 
（12.75%） 

1,609.72ha
（87.26%）

人口 

平成 27 年 
（2015 年） 

32,927 人
12,067 人 
（36.65%） 

20,860 人
（63.35%）

令和 22 年推計 
（2040 年） 

26,650 人
8,408 人 
（31.55%） 

18,242 人
（68.45%）

人口 
密度 

平成 27 年 
（2015 年） 

17.85 人/ha 51.31 人/ha 12.96 人/ha

令和 22 年推計 
（2040 年） 

14.45 人/ha
35.75 人/ha 

（▲15.56 人/ha） 
11.33 人/ha

（▲1.63 人/ha）

用途地域 【再掲】空き家 

本市の居住に関する主な課題 ５-２ 

※可住地は、住宅⽤地・⽥・畑・その他の空き地（⻘空駐⾞場等）を設定。公共施設⽤地・商業⽤地・⼯業⽤地・道路⽤地等は含まない 
※⼈⼝は、GIS による計測値 
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■②開発の用途地域外への拡大  

本市   開発 ⽤途地域内 留    広 敷地 確保          本来開発 抑制   ⽤途
地域外  多 ⾏        

⽤途地域外     宅地開発  全体 78.85％ 新築  65.91％ 農地転⽤  78.46％ ⾏
      農地 ⾍⾷ 的 開発  優良 農地 喪失 無秩序 市街化           

このまま放置していた場合、⽤途地域内に   空洞化 ⽤途地域外の無秩序な市街地の拡⼤がますます
進展し、都市機能・公共交通・公共施設 衰退 ⾮効率化 顕著   おそれがあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

都市計画区域 

（市域） 
用途地域内 用途地域外 

開発行為 

（H24～H28） 

か所数 52 か所 
11 か所 

（21.15％） 

41 か所 

（78.85％） 

開発面積 13.15ha 
4.26ha 

（32.40％） 

8.89ha 

（67.60％） 

農地転用 

(H24～H29) 

か所数 325 か所 
70 か所 

（21.54％） 

255 か所 

（78.46％） 

転用面積 21.93ha 
3.75ha 

（17.10％） 

18.17ha 

(82.85％) 

新築 

(H24～H29) 

件数 748 件 
255 件 

（34.09％） 

493 件 

（65.91％） 

建築面積 5.79ha 
1.69ha 

（29.19％） 

4.10ha 

（70.81％） 

  

【再掲】宅地開発 【再掲】新築・農地転用 

新築状況

農地転用

資料 平成 29 年 ⾹川県都市計画基礎調査 

店舗（コンビニ等）

その他（事務所・事業所等）

住宅・駐車場

開発箇所

※⼩数点により合計が 100％とならない場合がある 



第５章 居住誘導区域の検討 
 

116 

 
■基本的な考え方 

前項  居住 関  ２  課題 踏    本市 居住誘導     以下 考 ⽅ 基本      
 
 
 
 

 
 

 

■基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住誘導の考え方・検討フロー ５-３ 

■居住誘導の考え⽅  メリハリのあるまちに向けて  

◇⽤途地域内 
・⽤途地域内  道路・公園・下⽔道等のインフラが⼀定程度整備されている等、都市基盤が充実してい
ます。 

・そのため、災害の危険性が⾼い区域等を除いたうえで、基本的に居住を誘導することとします。 
・併せて、市街地 更新 適切に       令和３年（2021 年）以降 市 ＴＭＯ（      
ジメント機関。中⼼エリアを中⼼  商業      運営 管理  機関）等が主導しながら、都市のス
ポンジ化対策に積極的に取り組みます。 

⇒基本的に居住誘導区域に設定することとし、⾼い⼈⼝密度を⽬標とします 

◇⽤途地域外（⽤途地域縁辺部及びエリア拠点） 
・⽤途地域縁辺部や丸⻲市境等では、⽤途地域の指定      利便性 ⼀定程度確保     
す。これにより特に開発圧⼒ ⾼       。 

・こうした地域においては、⽤途地域へ取込むことを含め、秩序ある開発を進めることを検討します。またその
他の⽤途地域外 開発圧⼒の受け⽫として機能することについても考慮します。 

                    実現 向  東    ⻄    南    各    拠点 都市機能
や⼈⼝を集約することを検討します。 

⇒新  ⼟地利⽤ ⽅向性 検討       中程度 ⼈⼝密度 ⽬標とします 

◇⽤途地域外（周辺部） 
・⽤途地域外のうち周辺部においては、市街化を抑制し、農業をはじめとした⾃然的な⼟地利⽤を基本と
します。 

・⼀⽅で 公共交通     市内全域 網羅 、エリア拠点や中⼼エリアに容易 移動     可能に
    取 組  ⽣活利便性     確保    検討   。 

⇒農業を主体とした暮らしを維持することとし、やや低めの⼈⼝密度 ⽬標とします 
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■検討フロー 

本市  以下     基    居住誘導拠点区域 今後 ⼟地利⽤   ⽅ 検討     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

①居住誘導区域 ⽬標⼈⼝ 設定 

◇居住誘導区域の⽬標⼈⼝ 
⇒総合戦略の⽬標と整合を図るものとし、社会増加分を居住誘導区域に誘導 

◇現⾏ ⽤途地域  居住 含まない区域を除外 
⇒⼟地利⽤ 観点   居住誘導区域に含まない区域 
 （⼯業地域、保安林 ⾃然公園特別地域） 
⇒災害の観点から、居住誘導区域に含まない区域 
（⼟砂災害警戒区域、⼟砂災害特別警戒区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、

⾦倉川・ため池の浸⽔想定区域） 

居住誘導区域・⽬標⼈⼝ 

 
 

 

 

②居住誘導区域    施策効果（都市     化対策） 検証 

◇区画再編による施策効果 
⇒対象街区     施策量 誘導⼈⼝ 

⽬標を算出 

◇空き家活⽤による施策効果 
⇒⽤途地域内の対象街区以外について、

施策量 誘導⼈⼝ ⽬標 算出 

施策による誘導⼈⼝ 

◇街区の作成 
⇒4m 以上 道路 河川 ⼭等 地形地物、⼟地利⽤種別等で街区を設定 

◇区画再編の対象街区の抽出 
⇒建 詰   狭⼩ 前⾯道路   区画再編が必要な区域を抽出 
 （住宅⼾数 30 ⼾/ha 以上、3m 以上道路 未接道住宅⼾数 30 ⼾以上、街区⾯積

 占  住宅 床⾯積 25%以上の全ての条件を満たす街区） 

⽬標⼈⼝に対して居住誘導区域に収容できない⼈⼝ 
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■含まない区域の考え方 

国⼟交通省 都市計画運⽤指針     下表 掲  区域    都市機能誘導区域 居住誘導区域
 含              基  本市    居住誘導区域 含   区域 検討     
 

都市計画運⽤指針 本市    含   区域

含    

市街化調整区域 ― 
建築基準法第 39 条 災害危険区域   条例   住宅
建築 禁⽌     区域 ― 

農業振興地域 整備 関  法律 農⽤地区域⼜ 良好 営
農条件 備    農地⼜ 採草放牧地 政令 定     

※本市  農地転⽤ 盛     農⽤地区域
 含   区域      

⾃然公園法 特別地域   市域南部 ⾹⾊⼭ 特別地域   国 
⽅針 準拠  含   区域 定    

森林法 保安林 区域  市域南部 保安林   国 ⽅針 準拠
  含   区域 定    

⾃然環境保全法 原⽣⾃然環境保全地域⼜ 特別地区 ― 

森林法 保安林予定森林 区域 ― 

森林法 保安施設地区⼜ 保安施設地区 予定   地区 ― 

原則  
含    

⼟砂災害特別警戒区域        ⼟砂災害特別警戒区域   
国 ⽅針 準拠  含   区域 定    

津波災害特別警戒区域 ―
災害危険区域（建築基準法第 39 条 災害危険区域   
条例   住宅 建築 禁⽌     区域 除 ） ― 

地   防⽌区域 ―

急傾斜地崩壊危険区域        急傾斜地崩壊危険区域   
国 ⽅針 準拠  含   区域 定    

適当   
 判断 上 
含    

⼟砂災害警戒区域  本市 危険性 低 平地 多     ⼟
砂災害警戒区域 含   区域 定    

津波災害警戒区域 ―

⽔防法 浸⽔想定区域 
 本市 平屋建  住宅 多     １階軒

下 浸⽔ 想定   １ｍ以上  含   区
域 定    

都市洪⽔想定区域 都市浸⽔想定区域 ―

災害 発⽣       区域 

 本市 危険性 低 平地 多     砂
防指定地 含   区域 定    

 本市 平屋建  住宅 多        池
 浸⽔想定   １階軒下 浸⽔ 想定  
 １ｍ以上  含   区域 定    

慎重 判断
 ⾏    
望    

法令   住宅 建築 制限     区域（⼯業専⽤地域
流通業務地区等） ― 

条例   住宅 建築 制限     区域（特別⽤途地区
地区計画等    条例   制限区域） ― 

過去 住宅地化 進     居住 集積 実現   空地等
 散在    区域     ⼈⼝等 将来⾒通  勘案  今
後 居住 誘導 図        市町村 判断  区域 

― 

⼯業系⽤途地域 定         ⼯場 移転   空地
化 進展    地域     引 続 居住 誘導 図    
    市町村 判断  区域 

― 

  他 － 
 ⼯業地域  引 続 ⼯業 振興 図    

  含   区域 定    
※準⼯業地域 含   区域      

（１）居住誘導区域に含まない区域 

居住誘導区域・目標人口の設定 ５-４ 
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居住誘導区域に含まない区域を、⼟地利⽤・災害の観点から抽出します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住誘導区域に含まない

区域（土地利用） 

居住誘導区域に含まない

区域（災害） 

資料 ⾹川県 平成 29 年都市計画基礎調査、⾹川県 提供資料、善通寺市 総合ハザードマップ（平成 29 年版） 

Ｎ

含まない区域（土地利用）基本事項

市域

都市計画区域

鉄道

用途地域

工業地域

保安林

自然公園
特別地域

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

砂防指定地

急傾斜地崩壊危険区域

ため池の決壊（1.0m以上）

金倉川の洪水（1.0m以上）

含まない区域（災害）
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◇浸⽔深     
 多  市町村   2.0m 以上 浸⽔深 ⽬安    居住
誘導区域 検討 ⾏       

 本市 ⽤途地域内  平屋建  住宅 多 ⾒      
1.0m 以上 居住誘導区域 含   区域      

浸水深 浸水程度の目安 
5.0m～ ２階の屋根以上が浸水 
2.0m～5.0m ２階の軒下まで浸水 
1.0m～2.0m １階の軒下まで浸水 
0.5m～1.0m 床上浸水（大人の腰までつかる） 
0～0.5m 床下浸水（大人の膝までつかる） 

 資料 国⼟交通省「川の防災情報」

◇浸⽔想定     
 本計画   以下 浸⽔想定区域 使⽤       

 ⾦倉川浸⽔想定区域（70 年 １度 降⾬） 
   池 決壊   浸⽔想定区域 

 現在 ⾹川県   想定   最⼤規模 降⾬   浸⽔想定区域図 作成      ⾦倉川     今後
発表   予定    次回改訂時           更新       考       

【再掲】70 年に１度の降雨（金倉川） 【参考】想定しうる最大規模の降雨（土器川） 

0.5m未満の区域

0.5m～1.0m未満の区域

1.0m～2.0m未満の区域

想定浸水深（金倉川）

2.0m～5.0m未満の区域

0.5m未満の区域

0.5m～1.0m未満の区域

1.0m～3.0m未満の区域

想定浸水深（土器川）

3.0m～5.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

資料 ⾹川県提供資料



第５章 居住誘導区域の検討 
 

121 

 

 

⽤途地域内においては、基本的に居住を誘導することとして、居住誘導区域 含   区域 除外  以下 
区域 居住誘導区域 設定     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）居住誘導区域 

居住誘導区域 

居住誘導区域 

居住誘導区域 

面 積          ： 412.06ha 

（用途地域に占める割合 ： 90.34％） 

可 住 地 面 積     ： 207.43ha 

（用途地域に占める割合 ： 88.21％） 
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■市域の目標人口 

市域 ⽬標⼈⼝      趨勢型（       読      時代 流  意味  ）  検討 前
提    社⼈研 公表    値（平成 30 年推計） 使⽤          

 
 
 
 

 

 

■居住誘導区域の目標人口 

社⼈研推計値  社会増減 考慮   封鎖⼈⼝ 差 ▲2,296 ⼈      総合戦略   毎年 
社会増減 ０⼈      ⽬標 掲     本計画      令和 3 年（2021 年）  令和 22 年
（2040 年）   20 年間 社会増減 0 ⼈   ＋115 ⼈／年 居住誘導区域 呼 込         

＋115 ⼈／年 増加 20 年間継続  令和 22 年（2040 年）時点 合計 2,296 ⼈ 誘導  場合 
居住誘導区域 ⼈⼝ 10,142 ⼈          現在 ⼈⼝   1,057 ⼈ 減少       既成
市街地 最低限 要件   40 ⼈／ha  維持         

 

区域 
平成 27年（現在） 令和 22年（社人研推計） 令和 22年（目標） 

人口・ 
人口割合 

可住地密度 
人口・ 

人口割合 
可住地密度

人口・ 
人口割合 

可住地密度 

市域 
（都市計画区域） 

32,927 人 
17.85 人/ha 

26,650 人 
14.45 人/ha

26,650 人 
14.45 人/ha 

（100％） （100％） （100％） 

用途地域内 12,067 人 
51.31 人/ha 

8,408 人 
35.75 人/ha

10,704 人 
45.52 人/ha 

（36.65％） （31.55％） （40.17％）

居住誘導区域 11,199 人 
53.99 人/ha 

7,846 人 
37.82 人/ha

10,142 人 
48.89 人/ha 

（34.01％） （29.44％） （38.06％）

用途地域外 20,860 人 
12.96 人/ha 

18,242 人 
11.33 人/ha

15,946 人 
9.91 人/ha 

（63.35％） （68.45％） （59.83％）
 

 

 

  

（３）居住誘導区域の目標人口 

（参考）都市計画運⽤指針  ⼈⼝密度 基準 

市街化区域 住宅⽤地 ⼈⼝密度      ⼟地 ⾼度利⽤ 図   区域      １ha
当たり 100 ⼈以上、その他の区域にあっては１ha 当たり 80 ⼈以上 ⽬標   ⼟地利⽤密度 低 
地域であっても１ha 当たり 60 ⼈以上とすることを基本とすることが望ましい。 

既 市街化    区域     地形  他 地理的条件 都市基盤施設 配置 形状等   
 現状  多  住宅 建築     困難     等 理由   上記 ⽰ ⼈⼝密度 参考数値
 適⽤    場合   現在 市街地 地区毎 ⼈⼝密度 把握    市街地 具体的 整備 
⽅向 ⽰         踏   将来 地区毎 ⼈⼝密度⽬標 設定     ⽅策 考      

ただし、この場合でも規則に定める既成市街地の基準である１ha 当たり 40 ⼈を下回らないこととすべ
きである。（本市には市街化区域がないため、⽤途地域が該当） 

（参考）⽴地適正化計画作成 ⼿引   将来推計⼈⼝ 考 ⽅ 

・都市の将来を展望するにあたっては、「都市計画運⽤指針」に⽰しているとおり 趨勢型   国⽴社
会保障・⼈⼝問題研究所（社⼈研）が公表している将来推計⼈⼝の値を採⽤すべきであり、仮に
市町村が独⾃の推計を⾏     社⼈研 将来推計⼈⼝の値を参酌すべきかと考えています。 

※総⼈⼝ 社⼈研 将来推計⼈⼝ 固定     ⽤途地域外⼈⼝  市域  ⽤途地域内⼈⼝ 差 引  値    
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■街区の作成 

本市      ⽤途地域内     化 課題    
      解決 向   区画再編 空 家活⽤ ２  
市街地改善事業 ⾏    必要 考        施策
     街区単位 必要性 判断       ⽤途地域
内 街区単位 分割    中⼼    住宅⽤地    
  100m 四⽅           同様 規模    
  留意     

 
 
 
 
 
  

（１）街区の作成・区画再編の対象街区の抽出 

 

街区 

居住誘導区域内での施策効果の検証 ５-５ 

 4m 以上 道路（場合    2m    3m  道路 使⽤） 
 河川 ⼭等 地形地物 
 ⼟地利⽤種別 異  境界線 

道路 

街区の作成 

区画再編の 

対象街区 

空き家活用の 

対象街区 

街区

（計212街区）

5.5m以上

4.0ｍ～5.5m未満

3.0m～4.0m未満

3.0m未満
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■区画再編の対象街区の検討 

区画再編については、住宅が密集しており、また前⾯道路が狭いなどの建替えの更新が特に進まない地区に
おいて実施することとします。具体的には以下の条件より、対象街区を抽出します。 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

③街区面積に占める住宅の床面積の割合 

◇区画再編事業の対象街区 （下記の条件をすべて満たす街区を抽出） 
① 住宅⼾数が 30 ⼾/ha 以上 （密集市街地の定義に該当）  
② 3m 以上道路の未接道住宅⼾数が 30 ⼾以上 （３項道路の 2.7m 以上を満たさないもの） 
③ 街区⾯積に占める住宅の床⾯積が 25%以上 （⽤途地域内において特に建て詰まりが顕著） 

①街区単位の住宅戸数 ②街区単位の３ｍ以上道路の未接道住宅戸数

※住宅、共同住宅、店舗等併⽤住宅、店舗等併⽤共同住宅、宿泊施設を抽出 

①～③の評価まとめ

30戸～40戸未満

40戸以上

30戸未満

30戸～40戸未満

40戸以上

30戸未満

すべての
条件を満たす街区

上記以外の街区

25～30％未満

30％以上

25％未満
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■区画再編の対象街区の抽出 

前項  検討結果 踏   上    以外 街区 特 必要性 ⾼ 区域   善通寺６丁⽬(2) 追
加   ＤＩＤ  外  ⽣野町地区 除外  以下 区画再編 対象街区      
 

 

 

  

対象街区の詳細 

街 区 数        ： 14 街区 

面 積          ： 23.96ha 

（用途地域に占める割合 ： 5.25％） 

住宅戸数         ： 1,158 戸 

（用途地域に占める割合 ： 16.73%） 

②

① 

③

④ 

⑤ 

⑥

⑦

⑧ 

⑨ 

⑩

⑪

⑫

⑬ 

⑭

①上吉田町 1丁目 

②上吉田町３丁目(1)

③上吉田町３丁目(2) ④善通寺町１丁目 

⑤善通寺町２丁目 ⑥善通寺町３丁目 

⑦善通寺町５丁目(1)

⑧善通寺町５丁目(2)

⑨善通寺町６丁目(1) ⑩善通寺町６丁目(2)

⑪善通寺町６丁目(3)

⑫善通寺町７丁目 

⑬南町３丁目 

⑭生野本町２丁目 

※航空写真  国⼟地理院 地理院     使⽤
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■区画再編の施策量の目標 

対象街区 区画再編     令和 3 年（2021 年）        ⽬標年次   令和 22 年（2040
年）   完了     ⽬標     事業⽤地  対象街区内 空 家 空 地 駐⾞場 活⽤      
    

現在 対象街区内     空 家 194 ⼾   約 31,573 ㎡ 敷地      空 地 52  所   
約 12,409 ㎡ 敷地      駐⾞場 89  所   約 27,163 ㎡ 敷地      駐⾞場      
引 続 必要      考         １⼈当  駐⾞場⾯積 算出  ⼈⼝減少分   事業⽤地  
 活⽤         具体的   現在 対象街区内⼈⼝ 1,263 ⼈       令和 22 年（2040
年） 972 ⼈    予測        現状 １⼈当  駐⾞場⾯積 21.50 ㎡ 基 20,898 ㎡ 必要
分   残  上  6,265 ㎡ 事業⽤地   活⽤     

      事業⽤地      50,247 ㎡ ⾒込      １年単位 施策量 2,512 ㎡      
 
 

■区画再編による住宅供給量の目標 

１年単位 施策量  対象街区 公共⽤地（道路 公園） 不⾜分 除外  残  ⾯積 対   市 
開発要件     １敷地 150 ㎡ 単位  ⼾建  住宅 整備         公共⽤地 不⾜分  住
宅街区    ⼟地区画整理事業 ⼀般的 基準値   25% ⽬標   算出     

対象 14 街区 ⾯積 約 239,567 ㎡ 公共⽤地⾯積 44,160 ㎡  公共⽤地率 18.43%   
     25%   59,892 ㎡   不⾜分 15,732 ㎡   公共⽤地 必要整備量 １年単位 787
㎡      

１年単位 施策量 2,512 ㎡  787 ㎡ 差 引  1,725 ㎡ 区画再編 実施  市 開発要件 
150 ㎡ 単位   施策   年間 住宅供給量 ⽬標 12 件      

 
 

 
■空き家活用による住宅供給量の目標 

空 家活⽤  総合戦略 施策量 基 算出         具体的    空 家   登録制度登録件
数 10 件／年  対象   空 家    登録        改修 補助制度 充実   ⾏  ⼈⼝ 誘導
 結            
 
  

（２）区画再編・空き家活用の施策量・誘導人口の目標 

１年単位 施策量 ＝ （空 家 ＋ 空 地 ＋（駐⾞場－必要⾯積））  ⽬標年次   年数 

施策による住宅供給量 ＝ （１年単位 施策量 － 公共⽤地 不⾜分） 
  市 開発要件   ⽬標年次   年数 

空き家活⽤量 ＝ 空 家   登録件数 
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■１世帯当たり人口の推移 

施策   誘導⼈⼝      本市 １世帯当  ⼈⼝ 参考 算出    １世帯当  ⼈⼝    
   実績 基  令和 22 年（2040 年）   値 推計          今後 20 年間 平均値 ⽤
    推計 以下 表       １世帯当  ⼈⼝ 値 2.22 ⼈／世帯      

 
 

■施策による誘導人口まとめ・居住誘導区域に収容できない人口 

     検討     施策   誘導⼈⼝ 算出    本市   今後 区画再編 12 件／年 空 
家活⽤ 10 件／年 良好 住宅 創出       １世帯当  ⼈⼝ 値 掛      施策 49 ⼈
／年 誘導     ⽬標      

    総合戦略 ⽬標 基   居住誘導区域    年間⽬標 ＋115 ⼈ 対  66 ⼈⾜      
     居住誘導区域  ⽤途地域  居住誘導区域 含   区域 除  区域 指定         
⽤途地域外 良好 居住環境 整備     検討     

  

善通寺市 実績

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

人口（人） 37,361 36,413 35,495 33,817 32,927

世帯数（世帯） 12,724 13,149 13,288 12,987 12,977

１世帯当たり人口（人／世帯） 2.94 2.77 2.67 2.60 2.54

推計

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

人口（人） － － － － －

世帯数（世帯） － － － － －

１世帯当たり人口（人／世帯） 2.41 2.32 2.22 2.13 2.03

平均世帯人口（人／世帯） 2.22

施策   誘導⼈⼝ ＝ 施策   住宅供給量   本市 １世帯当  ⼈⼝ 
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■用途地域・居住誘導区域の方向性 

今後 市 主導 下 居住誘導区域 年間 115 ⼈ ⼈⼝ 誘導       区画再編 空 家活⽤     
市街地 更新 努    ⼀⽅        溢  ⼈⼝  ⽤途地域外 収容  必要 出          
   ⼈⼝ 収容  ⽤地 ⽤途地域縁辺部 賄        候補地  今後⽤途地域 編⼊  上  居住誘
導区域 含          

■用途地域外の方向性（エリア拠点） 

現在       拠点 ８ 設定        本計画 ⽬指 将来都市構造 基      市内 ４    
 拠点  集約  都市機能 交通   ⼈⼝ 拠点化 集約化 図                 拠点 ⾶ 地
的 ⽤途地域 設定 検討     

   ⽤途地域 設定 当     新  開発 容認         既 市街地化    場所 基本   
    ⼈⼝密度      令和 22 年（2040 年）時点  現在 居住誘導区域 40 ⼈／ha 以上 ⽬指 
       ⼀⽅      地域     ⽐較的     居住環境 整備       30 ⼈／ha 程度 ⽬指
         

■用途地域外の方向性（用途地域縁辺部・エリア拠点以外の地域） 

       都市 ⽬指  今後 市街地 拡⼤ 抑制         具体的       地域     市街
地 拡⼤     ⼤型商業施設 抑制 ⽬的    特定⽤途制限地域    居住 抑制 図  居住調整地
域  設定 検討     

 
■今後の土地利用の目指す姿 

以上 考 ⽅ 図 ⽰  以下         居住誘導区域    拠点 ⼈⼝ 集約    特  公共
交通 結節点    機能     拠点      居住誘導区域 同様  今後優先的 都市基盤等 整
備          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）本市の土地利用の今後の方向性 

このままだと 
目指す姿 

今後の土地利用のイメージ 
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